

事業実施計画書（様式１）

	
1 事業内容

	ア　相談支援

	
	ア　概要
　　事業所等から支援方法，権利の保護，作品の販売等に関する相談を
受け付け，関係機関や専門家の紹介や専門的知見によるアドバイス
等を行う。
イ　内容
　　受け付けは電話、メールで対応し、施設としての活動方法についてはLankaの職員3名で対応。また、アートの技術的な相談は鹿児島市内で絵画指導をされている原口茜さんにしていただく予定。
現地での打ち合わせは週に4から6施設を上限に3日。
活動時間は9時から17時の予定で日曜日を休みとする予定
ウ　報告
４月（初年度を除く），８月，11月，１月に前月までの実績を別表
「相談支援実績報告書」にて提出。相談の場所として私共の施設と
各地域のレンタルオフィスにて打ち合わせ対応する。
(専門家・弁護士等に関しては九州アートサポートセンター樋口氏に相談依頼しこちらで一度取りまとめ後、相談者と専門家との連携をする)


	
	イ　芸術文化活動を支援する人材の育成等

	
	ア　概要
芸術文化活動を支援する者等に対して，芸術文化活動の支援方法，著作権等の権利保護，障害特性への理解等に関する研修等を行い(年1回10月)，人材の育成及び確保を図るとともに，ワークショップ（体験講座）を実施し，障害のある人とない人の交流事業を行う。(年1回8月)
イ　内容
芸術文化活動支援する人材育成として「障がい芸術とは？」「離島を含めて情報の共有と発信のコミュニケーションの構築作り」を課題として鹿児島県内（離島も含む）で芸術文化活動を支える人材が連携・協力し、多角的な面から支援の在り方が考えられるよう、障害者やその家族、芸術文化活動に理解のある専門家，事業所や文化施設の職員、行政職員、教育関係者等におけるネットワーク（協力委員会）を構築するアート支援、人材育成の活動施設、団体などで集まり（ＰＣ会議）情報の共有と構築を目的にして研修会を実施したい。(年1回11月)
障がい芸術、人材育成の構築を踏まえ、先駆的に障がい芸術を活動してる団体の協力を得ながらワークショップやトークショーなど実施。告知などＳＮＳ等など用いる。(年に1回12月)

	
	ウ　関係者のネットワークづくり

	
	ア　概要
芸術文化活動を支える人材が連携・協力し，多角的な面から支援の在り方が考えられるよう，九州アートサポートセンター樋口氏をはじめ、障害者やその家族，芸術文化活動に理解のある専門家，事業所や文化施設の職員，行政職員，教育関係者等におけるネットワークを構築する。、
(具体的には行政の福祉課職員、教育委員会、支援学校、支援学級の教員、地域の福祉施設職員、各地域の美術協会員、原口茜氏/画家、その他地域の状況を考慮し適宜メンバを選考する)
イ　内容
全国、鹿児島県も含め、展示会や公演などのイベント情報、芸術文化活動の実態把握、作品・作者に関する発掘など、県内の芸術文化活動についての情報をＳＮＳ等などで収集・発信する。障がい者団体、施設だけでなく、普通学校や特別支援学校への調査実施(7月にアンケート配布、9月に回収)、各施設や団体における芸術文化活動の実態を把握するため，広範囲を対象としたアンケート調査を実施(施設や団体に対しては各地域のネットワーク会議時に配布を依頼し、次回ネッワーク会議時に回収)やネットやＳＮＳ等を活用した情報発信。(インスタグラム、フェイスブックで1週間に1回とイベントごとに発信)

	
	エ  芸術文化活動（鑑賞・創造・発表等）に参加する機会の確保

	
	ア　概要
障害者の活躍の場を拡げ，地域の様々な人々との交流が促進されるよう工夫し，専門家等と連携を図り，障害者の芸術文化活動につながる展覧会を開催するなど，障害者の芸術文化活動の発表等の機会を創出する。
イ　内容
展覧会などで，公募による絵画，陶芸作品等を展示
なお，展覧会は12月の障害者週間にハートピアかごしまで開催される「あったか交流フェスタ」と同時開催するほか，地域の実情に応じて実施する。

	
	オ　情報収集・発信

	
	ア　概要
展示会や公演などのイベント情報，芸術文化活動の実態把握，作品・作者に関する発掘など，県内の芸術文化活動についての情報を収集・発信する。
イ　内容
・　障害者の芸術文化活動に関するニーズを把握するため，展示会開催時
に，来場者を対象としたアンケートを実施
・　支援センターのホームページを開設し，インターネット等を活用した
情報発信

	
	カ　事業評価及び成果報告のとりまとめ

	
	対応職員から各週ごとに対応と進捗・成果についての報告を受ける。
定期的にそれらを九州ブロックの支援センターと連携して報告をする。
年度毎の事業実施結果報告書及び収支報告書を県が指示する日までに提出する。
年度中途であっても，県が必要と認めた場合には，受託者に業務実績等の資料の提出する。
また，業務実施状況報告については，九州ブロックの支援センターに報告する。

	1 事業成果及び

課題
	１　事業による成果

	1 
	1.障がいのある方の表現活動に関する県民への発信の機会が増える。
2.支援者に対する表現活動の理解が進み、当事者に対する新しい支援の機会が増える。
3.当事者の表現活動の場が増えることによる生きがいづくりと自立に向けての後押し

	
	２　課題

	
	県民の障がい者アートに関する関心はまだまだ低く、支援者・当事者も表現活動のメリットに気付いていない。また、表現活動は余暇活動の一環として考えられているため重要性についても低く見られがちである。



（記入上の留意事項）
１枚で不足する場合には、複数ページにわたり記載すること。
